
奈
良
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

奈
良
県
知
事

山

下

真

奈
良
県
条
例
第
十
四
号

奈
良
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

奈
良
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
知
事
の
部
大
渕
池
公
園
指
定
管
理
者
選
定
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ま
ほ
ろ
ば
健
康
パ
ー
ク
に

ま
ほ
ろ
ば
健
康
パ
ー
ク
に
お
け
る
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
機
能
に
関

お
け
る
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ

す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
審
議
に
関
す
る
事
務

機
能
検
討
委
員
会

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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